福岡県職業能力開発促進条例施行規則の一部を改正する規則案の概要


１　改正の理由
　　福岡県職業能力開発促進条例施行規則（平成25年福岡県規則第１号。以下「規則」という。）では、福岡県職業能力開発促進条例（平成24年条例第60号）第８条に基づく公共職業能力開発施設の入校願書等の様式を定めている。
　　県では、性的少数者がその性的指向や性自認に関わらず、誰もが安心して生活できる社会づくりを進めており、その一環として各種申請書等への性別記載欄について、法的に義務付けられたものや業務上必要とするものを除いて、必要のない性別欄を削除しているところである。
[bookmark: _GoBack]そのため、本県の公共職業能力開発施設の入校願書の様式において性別欄を削除し、併せて選考時に必要のない項目等について所要の整備を行うものである。

２　改正の概要
　(1) 入校願書（規則様式第１号その１）、（規則様式第１号その２）において、男・女を選択する欄を削除する。
　(2) 入校願書（規則様式第１号その１）の通校方法欄及び通校所要時間欄を削除する。
(3) その他所要の規定の整備を行う。

３　施行期日
　　令和８年６月１日

